
【公報種別】意匠公報の訂正
【発行日】令和７年６月２４日（２０２５．６．２４）

【登録番号】意匠登録第１７５６７４９号（Ｄ１７５６７４９）
【掲載公報発行日】令和５年１１月２日（２０２３．１１．２）
【年通号数】登録公報（意匠）２０２３－２０７

【意匠分類】Ｄ３－９００
【出願番号】意願２０２３－１２０１４（Ｄ２０２３－１２０１４）

【訂正の要旨】【意匠権者】の【住所又は居所】に誤りがあったので以下のとおり訂正する。
（１９）【発行国】日本国特許庁（ＪＰ）
（４５）【発行日】令和５年１１月２日（２０２３．１１．２）

（１２）【公報種別】意匠公報（Ｓ）
（１１）【登録番号】意匠登録第１７５６７４９号（Ｄ１７５６７４９）
（２４）【登録日】令和５年１０月２５日（２０２３．１０．２５）

（５４）【意匠に係る物品】ランタン用グローブ
（５２）【意匠分類】Ｄ３－９００
（５１）【国際意匠分類】Ｌｏｃ（１４）Ｃｌ．２６－０５

（２１）【出願番号】意願２０２３－１２０１４（Ｄ２０２３－１２０１４）
（２２）【出願日】令和５年６月１２日（２０２３．６．１２）
（７２）【創作者】

【氏名】櫻井　大輔
【住所又は居所】千葉県柏市若葉町４－７　レガリストアダージョ３０１

（７３）【意匠権者】
【識別番号】５２３１０１２７９
【氏名又は名称】櫻井　大輔

【住所又は居所】千葉県柏市若葉町４－７　レガリストアダージョ３０１
（７４）【代理人】
【識別番号】１００１１５５６５

【弁理士】
【氏名又は名称】遠山　敬一
【審査官】宗　裕一郎　　

（５５）【意匠に係る物品の説明】本物品は、ランタンに用いられるランタン用グローブである。本物品
は、ランタンの光源を周囲から覆うようにランタンの側面をなすように装着されて使用される。本物品は、

多角計の断面形状を有する筒状の透明部材から構成され、例えばガラスで構成される。グローブは、無色透
明の他、赤、黄、青、緑、橙等の任意の色彩を付した透明体であってもよい。参考図として、本物品がラン
タンに使用された状態を参考図として示す。

（５５）【意匠の説明】左右対称であるため、左側面図は省略する。正面図と背面図は同一であるため、背
面図は省略する、本物品は、透明である。
【図面】
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【上方からの斜視図】
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【正面図】
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【右側面図】
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【平面図】
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【底面図】
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【下方からの斜視図】
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【本物品をランタンに装着した状態の参考正面図】
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【本物品をランタンに装着した状態の参考背面図】
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【本物品をランタンに装着した状態の参考右側面図】
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【本物品をランタンに装着した状態の上方からの参考斜視図】
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【本物品をランタンに装着した状態の下方からの参考斜視図】


